
新型コロナウイルス感染症の対応フロー

【事業所・社員】

当該社員は就業制限、入院

・37.5度以上の発熱が続く
・強いだるさや息苦しさがある

出勤停止、自宅で経過観察

病院に行く前に、まずは居住地の保健所（帰国者・接触者相談セン
ター）に相談。（福井市の場合であれば、福井市保健所 33-5184）

【保健所・医療機関】

検査対象とならなかった 検査の必要がある

保健所指定の
医療機関にて検査

感染が認められなかった
（陰性）

感染が認められた
（陽性）

保健所が感染者の行動
履歴や濃厚接触者を調査

保健所が職場の消毒の
助言、指導

濃厚接触者は、最終接触日から
２週間は自宅待機にて経過観察

保健所の助言、指導により
事業所の消毒を実施

熱や咳などの風邪の症状が出ている

〇濃厚接触者の特定は、保健所職員が行う。濃厚接触者以外の社員を自宅待機にするかどうかは、保健所の助言・指導により
事業所が判断。

〇事業所の消毒は、保健所の助言・指導により事業所にて決定。消毒作業は専門業者が必要な場合もあれば、事業所にて対
処可能な場合もある。

※このフロー図は、日本商工会議所「新型コロナウイルス感染症の感染確認およびその後の対応フローについて」をもとに、福井市保健所へのヒアリングから
福井県商工会議所連合会にて作成しております。あくまでも大まかな流れを示すものであり、保健所などの専門機関への相談、指示のもと慎重にご対応下さい。
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